
全 員 協 議 会 

令 和 5年 5月 2 6日 (金 ) 

  1 0時 0 0分 ～  時  分 

全 員 協 議 会 室 

                             

〔出席議員〕  

   笹田議長、川神副議長 

   肥後議員、村木議員、大谷議員、三浦議員、沖田議員、村武議員、川上議員、 

柳楽議員、串﨑議員、小川議員、上野議員、布施議員、岡本議員、芦谷議員、 

永見議員、佐々木議員、田畑議員、西田議員、牛尾議員 

〔執行部〕 

市長、副市長、教育長、総務部長、地域政策部長、産業経済部長、都市建設部長、 

上下水道部長、旭支所長、弥栄支所長、 

〔事務局〕 局長、次長、大下書記 

 

議 題 

1 執行部報告事項 

 

2 その他 

（1）自由討議について 

（2）地方自治法の一部改正に伴う地方議会の役割及び議員の職務等の明確化について 

（3）議員用防災ベストの配布について 

（4）浜田市議会防災訓練の開催について 

（5）その他 

(1) 令和5年度浜田市総合防災訓練について (総 務 部) 

(2) 浜田市江津市旧有福村有財産改修費負担金について (総 務 部) 

(3) 石見交通路線バス有福線の路線廃止の申入れ及び今後の対応について (地域政策部) 

(4) 「道の駅」ゆうひパーク浜田リニューアルに向けた今後の取組につい

て 

(産業経済部) 

(5) 三桜酒造跡地公共活用検討委員会について (産業経済部) 

(6) 身近な公園整備基本方針の策定について (都市建設部） 

(7) 第三セクター（㈱かくれの里ゆかり）の事業譲渡について (旭 支 所） 

(8) 浜田市ふるさと体験村施設の営業再開について (弥 栄 支 所) 

(9) 浜田処理区下水道整備事業について (上下水道部) 

(10) その他  



 
令和 5年度浜田市総合防災訓練について 

 

 このことについて、下記のとおり計画していますので、報告します。 

 なお、大雨等の実災害のおそれがある場合は、中止します。 

 

記 

 

1 目的 

(1) 市は、災害警戒本部および災害対策本部が設置され運用されるまでの間

において、時間経過とともに付与される様々な情報の収集、判断、対応を

繰り返すことで、災害対応力の向上を図る。 

(2) 住民は、水害・土砂災害に伴い浜田市が発表する避難情報等を受け、

安全な避難行動につなげることで、自助、共助の必要性を理解し、地域全 

体の防災意識高揚と防災行動力の向上を図る。 

 

2 日時 

令和 5年 6月 4日（日） 午前 8時から 12時まで 

 

3 会場 

浜田市全域 

 

4 訓練テーマ 

水害・土砂災害における防災活動  

 

5 訓練概要 

浜田市役所本庁舎、各支所庁舎において災害対策本部運営訓練を実施する。 

併せて、市内各地域において、自主防災組織及び町内会等が主体となる避難

訓練を実施する。 

 

6 その他 

  津波避難訓練は、浜田・三隅地域で令和 4年 11月に実施。 

 

以上 

令和 5 年 5 月 2 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

総 務 部 防 災 安 全 課 



 

 

浜田市江津市旧有福村有財産改修費負担金について 

 

1  浜田市江津市旧有福村有財産改修費負担金について 

⑴ 経過等 

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合は、令和 3年 12月 31日をもって解散し、

令和 4 年 1 月 1 日から江津市が事業を承継し運営。 

⑵ 負担金の拠出 

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合の組合解散方針の決定時において、組合

解散までに行わなければならなかった改修工事費用の一部を負担することにより、組

合解散後における有福温泉の施設改修費用を確保するものとして、浜田市及び江津市

がそれぞれ同額を拠出することとしたもの。 

⑶ 負担金の額  12,633,500 円（令和 3 年度浜田市一般会計補正予算第 6 号） 

⑷ 議会への報告 

浜田市が負担金を拠出するにあたり、拠出した負担金の使途にかかる報告をいただ

きたいと議員から意見・要望があったことを踏まえ、毎年度終了後に報告することと

する。 

令和 3 年度 浜田市、江津市が拠出した額の積立のみが行われ、事業への充当なし。 

※積立日：令和 4 年 3 月 31 日（公共施設等整備管理基金） 

※積立額：25,267,000 円 内訳：浜田市負担分 12,633,500 円 

 江津市負担分 12,633,500 円 

令和 4 年度 事業への基金充当なし。 

令和 5 年度 事業への基金充当予定なし。 

 

2  利用者の利用状況等（参考） 

区分 利用者数 温泉定期券購入枚数

江津市 浜田市
下有福 その他市内

R3年度 73,258人 2,576枚 1,676枚 900枚 412枚 488枚
(100.0%) (65.1%) (34.9%) (16.0%) (18.9%)

R4年度 75,956人 1,971枚 1,611枚 360枚 360枚 ―枚
(100.0%) (81.7%) (18.3%) (18.3%) (0.0%)

増減 +2,698人 ▲605枚 ▲65枚 ▲540枚 ▲52枚 ▲488枚

(3.7%) (▲23.5%) (▲3.9%) (▲60.0%) (▲12.6%) (▲100.0%)  

 

令和 5 年 5 月 2 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

総務部行財政改革推進課 
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石見交通路線バス有福線の路線廃止の申入れ及び今後の対応について 

 

石見交通株式会社から利用者の低迷、慢性的な乗務員不足等により、有福線

の路線廃止を行いたい旨の申入れがありましたので、次のとおり報告します。 

浜田市としては、当該路線は市民生活に密着した必要不可欠な路線であるこ

とから、関係機関と連携して今後の対応を検討します。 
 

1 申入れの内容について 

(1) 申入日 令和 5 年 3 月 27 日(月) 

(2) 内容  令和 5 年 9 月 30 日をもって有福線を廃止 
 

2 申入れに対する要望について(浜田市及び江津市の連名による。) 

(1) 要望日 令和 5 年 4 月 24 日 

(2) 内容 

ア 有福線を存続すること。 

イ 存続が困難な場合は、廃止時期を令和 6年 4月 1日以後に延期すること。 

ウ 地元説明会を浜田市及び江津市とともに開催すること。 
 

3 要望に対する石見交通株式会社からの回答について 

(1) 回答日 令和 5 年 5 月 8 日 

(2) 内容 

ア 有福線の存続については、利用者の減少、運転手の高齢化等により困難 

イ 廃止時期の延期については、住民への周知、各種調整等を踏まえ、多少

の延期を考慮し、協議に応じる。 

ウ 地元説明会については対応する。 
 

4 今後の対応について 

(1) 石見交通株式会社との協議及び代替交通手段の検討 

(2) 江津市との協議(路線廃止時期等に係る再要望等を検討中) 

(3) 教育委員会との協議(浜田東中学校生徒の通学に対する対応を検討中) 

(4) 地元説明会の開催 
 

5 路線バス廃止・減便に伴う道路運送法上の国土交通省への手続について 

 [参考] 

(1) 路線廃止 事前届出(6 月前) (関係市町村との協議・調整不要) 

(2)ダイヤ改正・運行回数変更 

ア 運行回数の変更 事前届出(30 日前) (関係市町村との協議・調整不要) 

イ 運行時刻の変更 事後届出 (関係市町村との協議・調整不要) 

令 和 5 年 5 月 2 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

地域政策部地域活動支援課 



浜田市バスマップ (一部抜粋)
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嘉　戸
塩　田

江　津
駅　前

済生会
病院

和　木
都野津
駅　前

能美
医院前

羽代口 跡　市
有　福
温　泉

宇　野 上　府
浜　田
駅　前

栄　町 原　町 熱　田 商港口 周　布

6:34 6:38 6:45 6:49 6:53 6:56 7:02 7:11 7:23 7:30 7:44 7:51 7:54 8:01 8:04 8:12

7:45 7:49 7:56 8:00 8:04 8:07 8:13 8:24 8:36 8:43 8:55 9:02 9:05 9:12 9:15 9:23

8:32 8:39 8:43

10:32 10:36 10:43 10:47 10:51 10:54 11:00 11:09 11:21 11:28 11:40 11:47 11:50 11:57 12:00 12:08

12:38 12:45 12:49 12:56 13:00 13:04 13:07 13:13 13:22 13:34 13:41 13:53 14:00 14:03 14:10 14:13 14:21

14:32 14:36 14:43 14:47 14:51 14:54 15:00 15:09 15:21 15:28 15:40 15:47 15:50 15:57 16:00 16:08

15:40 15:47 15:51 15:58 16:02 16:06 16:09 16:15 16:24 16:36 16:43 16:55 17:02 17:05 17:12 17:15 17:23

17:43 17:50 17:54 18:01 18:05 18:09 18:12 18:18 18:27 18:39 18:46 18:58 19:05 19:08 19:15 19:18 19:26

周　布 商港口 熱　田 原　町 栄　町
浜　田
駅　前

上　府 宇　野
有　福
温　泉

跡　市 羽代口
能美

医院前
都野津
駅　前

和　木
済生会
病院

江　津
駅　前

嘉　戸
塩　田

6:35 6:41 6:45 6:52 6:56 7:05 7:15 7:22 7:36 7:43 7:49 7:52 7:56 8:00 8:07 8:13 8:20

9:05 9:11 9:15 9:22 9:26 9:35 9:45 9:52 10:06 10:13 10:19 10:22 10:26 10:30 10:37 10:41 止

12:25 12:29 12:36

12:30 12:36 12:40 12:47 12:51 13:00 13:10 13:17 13:31 13:38 13:44 13:47 13:51 13:55 14:02 14:06 止

15:27 15:31 15:38

14:30 14:36 14:40 14:47 14:51 15:00 15:10 15:17 15:31 15:38 15:44 15:47 15:51 15:55 16:02 16:06 止

17:30 17:34 17:41

17:02 17:08 17:12 17:20 17:24 17:35 17:45 17:52 18:08 18:15 18:21 18:24 18:28 18:32 18:39 18:43 止

※掲載しておりますバス停留所は主要停留所です。その他バス停の時刻についてはお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
　　石見交通 浜田営業所(0855)27-2211

2021年3月21日 改正

江　津　→　有　福　→　浜　田　→　周　布　方　面

周　布　→　浜　田　→　有　福　→　江　津　方　面

有　　　　福　　　　線　
(商港・栄町・浜田駅経由)
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「道の駅」ゆうひパーク浜田リニューアルに向けた今後の取組について 

 

 

１．これまでの経過（令和 5年 3月市議会以降） 

3 月 22 日 ゆうひパーク浜田㈱及び(一社)中国建設弘済会の両者と「道の駅」ゆうひパ

ーク浜田の機能維持等に関する覚書締結 

    3月 27日 ゆうひパーク浜田㈱と市有財産無償貸付契約締結 

  4月 3日  不動産移転登記完了 

  4月 25日 ゆうひパーク浜田㈱及び(一社)中国建設弘済会へ建物購入費支払い、 

ゆうひパーク浜田㈱より経営改善資金貸付金返済（完済） 

 

２．「道の駅」ゆうひパーク浜田リニューアル基本方針について 

   この度策定した「道の駅」ゆうひパーク浜田リニューアル基本方針は、市議会での説

明のとおり、民間事業者の自由な発想で運営できる道の駅とするため、令和 8 年度以降

の「道の駅」ゆうひパーク浜田の管理運営にあたっての市の基本的な考え方を示したも

のである。令和 5 年度は本方針に基づき、事業者選定支援等アドバイザリー業務委託契

約を締結したうえで、民間事業者へのサウンディング調査や市民、道路利用者への意見

聴取を行いつつ、来年度予定している運営事業者の公募開始に向けて具体的な条件整理

や公募書類の作成など公募に向けた準備を進める。 

※リニューアル基本方針は次項のとおり 

 

３．今後のスケジュールについて（予定） 

R5年 6月 補正予算上程（事業者選定支援等アドバイザリー業務委託、R5～6年） 

R5年 7月～9月 事業者選定支援等アドバイザリー業務の公募（プロポーザル） 

R5年 10月 業務委託事業者の決定・契約締結 

R5年 10月～ 

R6年 3月 

市民・利用者の意見聴取、サウンディング調査、公募型プロポーザル

募集要領等の作成 

R6年 4月 運営事業者の公募開始 

12月 運営事業者の決定 

R7年 1月～3月 リニューアルに向けた協議、基本協定の締結 

R7年 4月～ 

R8年 3月 

リニューアル改修工事、オープン準備 

R8年 4月 リニューアルオープン 

 

 

 

  

令和 5 年 5 月 26 日 

全 員 協 議 会 資 料 

産業経済部商工労働課 
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「道の駅」ゆうひパーク浜田 リニューアル基本方針 

 

１．民間事業者の自由な発想で運営できる「道の駅」とするものとし、公募型プロポーザル

により民間事業者からリニューアル構想及び運営体制の提案を受け、選定された民間事

業者（以下、「選定事業者」という。）が令和 8年 4月以降の管理運営を行う。 

 

２．市民や観光客等の道路利用者に対し、地域の魅力を発信し、集客力を高め持続可能な交

流拠点としての賑わい施設であること。また、周辺住民や道路利用者の防災拠点でもあ

ることから、防災に対応した施設運営ができる施設であることとする。 

 

３．施設の管理運営については、『指定管理者制度による運営』ではなく、「道の駅」登録・案

内要綱の当面の運用方針 10.ニにより、『財産貸付制度による運営』とするため、道の駅

の設置者は選定事業者とする。 

 

４．管理運営及び貸付する期間は、可能な範囲で長期間となるよう配慮するものとする。 

 

５．市から貸付する建物は無償貸付とするが、建物の取り壊しは不可とする。ただし、増改

築は可とするが、維持管理その他保全に必要な経費を含め、選定事業者の負担で行うこ

ととする。なお、老朽化や災害等、不可抗力による選定事業者の責によらない貸付物件

の修繕については、双方協議することとする。 

 

６．無償貸付する建物は以下のとおり。 

種 類 延床面積 構造等 

店舗・事務所 
1F：1,281.00㎡  

2F：969.99㎡  
鉄筋コンクリート造瓦葺 2階建 

配電室 48.00㎡  鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 

店 舗 25.64㎡  鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 

休憩室 225.03㎡  鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 

 

７．占用する面積は、3,751.96㎡（上記、貸付物件を含む）とする。ただし、リニューアル

構想の提案によっては占用面積を変更することは可能とする。トイレ及び駐車場につい

ては国土交通省管理のため大規模な変更はできないが、一部用途変更等が必要な場合は

事前に協議することとする。 

 

８．道の駅に市道を挟んで隣接する都市公園「ゆうひ公園」（約 2.5ha）を活用した提案をす

ることは可とするが、公園管理者（浜田市維持管理課）に関係法令等の確認を行い、実

現性の確保を図るものとする。 

 

９．管理運営に関しては、「道の駅」登録・案内要綱及び令和 5 年 3 月 29 日付け国中整道政

第 521号道路占用許可書に基づき行うものであること。 



三桜酒造跡地公共活用検討委員会について 

 

１．委員構成 

区 分 団 体 名 役 職 氏 名 

学識経験者 公益大学法人島根県立大学 副学長 林  秀 司 

経済団体 
浜田商工会議所 副会頭 福 濱  秀 利 

石央商工会 会 長 田 中  昌 昭 

地元団体 
浜田駅前銀天街協同組合 副理事長 飯 田  統 通 

石見地区自治協議会 会 長 佐 古  肇 徳 

観光団体 一般社団法人浜田市観光協会 副会長 江 木  修 二 

建設・設計

事業者 

浜田市建設業協会 会 長 今 井  久 晴 

島根県建築士会浜田支部 役 員 國 分  俊 幸 

地域協議会 

浜田地域協議会 会 長 村井 栄美子 

金城地域協議会 委 員 岡 本  敬 子 

旭地域協議会 委 員 德 川  博 

弥栄地域協議会 会 長 德田 マスエ 

三隅地域協議会 委 員 三 浦  幸 治 

交流に関係

する団体 

島根県立大学地域活動サークル 

Go next（コネクト） 
代 表 端 本  千 夏 

一般社団法人浜田青年会議所 理事長 串 﨑  舞 

浜田女性ネットワーク 副会長 三 浦  美 穂 

（計 16 名） 

 

２．今後のスケジュール 

  R5 年 4～5 月  公共活用基本方針策定業務の公募（プロポーザル） 

     6 月上旬  業務委託事業者の決定・契約締結 

     6 月 22 日 三桜酒造跡地公共活用検討委員会（第 1 回） 

       7～12 月  検討委員会（第 2～4 回）、市議会へ検討状況の中間報告・意見聴取 

  R6 年 1 月    活用方針の決定 

      2 月    市議会へ活用方針を報告 

      3 月    令和 6 年度当初予算で整備計画策定関係経費を上程 

  R6 年度以降    ・整備計画策定業務委託、検討委員会の開催 

・整備事業予算（基本設計・実施設計業務委託費）を上程 

・浜田市土地開発公社から土地の取得 

令 和 5 年 5 月 26 日 

全 員 協 議 会 資 料 

産業経済部商工労働課 



令和5年3月 

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ６ 日 
全 員 協 議 会 資 料 
都市建設部 維持管理課 

資料１ 
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１．基本方針の策定の趣旨 
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（１）基本方針の策定の趣旨 

 本市では、令和4年3月に都市計画マスタープランの見直しを行い、将来都市像

「自然・歴史・文化と調和した快適な都市空間と賑わいのあるまち・浜田」の実現

に向けた取組を推進しています。 

 都市計画マスタープランでは、公園・緑地の方針として、東公園などの拠点的な

公園においては、施設の長寿命化に取り組むこととし、街区公園等の身近な公園で

は、その適正な配置を推進し、子どもの遊び場や子育て世代が集える場、市民の健

康づくりの場を整備・保全することとしています。 

 身近な公園の適正な配置を推進するにあたり、その基本的な方針を示すために

「浜田市身近な公園整備基本方針（以下「基本方針」という。）」を策定します。 

 

（２）基本方針の位置付け 

 基本方針は、「浜田市都市計画マスタープラン」を上位計画とし、他分野の計画

とも整合を図ります。 

１．基本方針の策定の趣旨 

浜田市総合振興計画 

浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

浜田市身近な公園整備基本方針 

他分野の計画 
◇国土強靭化地域計画 

◇緑の基本計画 

◇景観計画 等 

浜田市都市計画マスタープラン 
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（３）関連計画の概要 

第2次浜田市総合振興計画 

基本構想（平成28年3月）、後期基本計画（令和3年12月） 

【基本構想の期間】 

平成28年度（2016年度）～令和7年度（2025年度） 

【基本方針】 

1. 浜田らしい魅力あるまちづくり 

2. 協働による持続可能なまちづくり 

3. 近隣自治体と連携し、県西部の発展をリードするまちづくり 

【将来像】 

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田 

～豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち～ 

【まちづくりの大綱】 

1. 活力ある産業を育て雇用をつくるまち 

2. 健康でいきいきと暮らせるまち 

3. 夢を持ち郷土を愛する人を育むまち 

4. 自然環境を守り活かすまち 

5. 生活基盤が整った快適に暮らせるまち 

6. 安全で安心して暮らせるまち 

7. 協働による持続可能なまち 

【基本目標（将来目標人口）】 

 

基本指標 策定時 令和7年度 

（目標・推計値） 

人 口 

（住民基本台帳） 

平成27年度末 

56,159人 

  
47,800人 

出生数 

（住民基本台帳） 

平成26年度実績値 

年間442人 

  
年間300人 

社会増減数 

（住民基本台帳） 

平成26年度実績値 

年間▲319人 

  
年間▲286人 

【土地利用の方向性】 

 

【生活基盤が整った快適に暮らせるまち（抜粋）】 

●道路網の整備 

●公共交通の充実 

●充実した都市基盤の整備 

① 経済・文化交流都市ゾーン 
 浜田地域の市街地を経済機能と学習・芸術文化

に関する交流機能等が集積し、本市の中核拠点に

ふさわしい都市基盤を備えた「経済・文化交流都

市ゾーン」として整備します。 

② 水産資源保全・活用ゾーン 
 日本海に面した海岸地域と水産資源を有効に活

用し、生産性の高い漁業振興と多彩な交流機能の

充実を図る「水産資源保全・活用ゾーン」として

整備します。 

③ ふるさと交流・定住ゾーン 
 浜田地域の郊外と金城・旭・弥栄・三隅地域を

美しい農村環境と生活基盤が充実し、都市との交

流が促進される便利で快適な定住機能を持つ「ふ

るさと交流・定住ゾーン」として整備します。 

④ 森林資源保全・活用ゾーン 
 中国山地に広がる山林地帯を自然環境保全、レ

クリエーション、水源かん養、新たな資源活用

等、豊かな森林の保全と多面的な活用を図る「森

林資源保全・活用ゾーン」として整備します。 



１．基本方針の策定の趣旨 

p3 

浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（令和3年12月） 

【目標年次】 

令和7年度（2025年度） 

【政策5原則】 

1.自立性 

民間事業者・個人等の自立につながるような施策に取り組む。 

2.将来性 

一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極的に取り組む。 

3.地域性 

地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体的に取り

組む。 

4.総合性 

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携を進め

るなど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で最大限の成果

を上げるため、直接的に支援する施策に取り組む。 

5.結果重視 

施策の結果を重視するため、明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、客観的データに基づく

現状分析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した上で施策に取り

組む。その後、施策効果を客観的な指標により評価し、必要な改善を行う。  

【長期の目標】 

○令和22年（2040年）の出生数：265人 

○令和22年（2040年）の20～39歳の社会増減数：▲57人 

○令和42年（2060年）の人口：26,900人  

【横断的な目標】 

新しい時代に向けた持続可能なまちづくり  

【基本目標】 

1. 産業振興と企業立地による雇用の創出 

2. 子どもを安心して産み育てる環境づくり 

3. Ｕ・Ｉターンや定住の促進とふるさと郷育の推進 

4. 地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり  
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浜田市都市計画マスタープラン 

（令和4年3月） 

【目標年次】 

令和14年度（2032年度） 

【将来像】 

自然・歴史・文化と調和した 
快適な都市空間と賑わいのあるまち・浜田 

【都市づくりの基本理念】 

1. 島根県西部の発展に貢献する都市づくり 

2. 機能の集約・連携による持続可能な都市づくり 

3. 誰もが安全・安心に暮らせる都市づくり 

4. 多様な地域の個性を生かした都市づくり 

5. 自然環境と町並みが共生する都市づくり 

6. 市民等との協働による都市づくり  

【将来都市構造】 

 

【公園・緑地の方針】 

＜拠点的な公園＞ 

各地域の拠点施設である東公園、旭公園、三隅中央公園等の長寿命化に取り組みます。 

＜地域の公園＞ 

身近な街区公園等の適正な配置を推進し、子どもたちの遊び場や、市民の健康づくりや

集いの場、災害時の避難場所等として活用できる施設として整備・保全を図ります。 

市街地における空き地や危険な空き家の跡地等を活用したポケットパークの整備を検討

し、ゆとりのある都市づくりを進めます。  
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２．公園・広場の現状 

（１）公園・広場の数や面積 

 本市の公園や広場の数は97箇所あり、面積は約234万5千m2で、市民一人当た

りの面積は46.4m2となります。 

 浜田市都市公園条例では、市民一人当たりの面積は10m2以上とされていること

から、公園等の面積は充足していると言えます。 

 また、この他に、遊具や広場のあるまちづくりセンターなどの公共施設は33箇

所あります。 

（２）公園・広場の概要や場所 

 本市の公園・広場の概要や場所は、資料編「浜田市身近な公園一覧表」のとおり

です。 

12 ゆうひ公園 40 海のみえる文化公園 

公園・広場の現状 
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３．現状分析と課題の整理 

（１）アンケート調査の分析 

 公園・緑地等の整備について望むこととして、「日常の憩いのための身近な広場

や公園の充実」が最も高くなっています。（33.1%） 

 次いで、「災害時の避難場所となる大きな公園の充実」（27.5％）、「多目的

に利用できる総合的な公園の充実」（24.9％）、「地区住民との協働による利用

満足度の高い公園の整備」（17.8％）となっています。 

 また、30 歳代以下の若者世代に着目すると、「日常の憩いのための身近な広場

や公園の充実」が最も高くなっています。（42.9%） 

 
＜浜田市の都市計画に関する市民アンケート調査〔令和3年〕＞ 

 回収2,312通 

（浜田734、金城402、旭365、弥栄392、三隅407、地域不明12） 
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３．現況分析と課題の整理 
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３．現況分析と課題の整理 
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65 金城ニュータウンきんたの森第一公園 72 旭公園 

13 笠柄公園 88 三隅中央公園 
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公園・広場のトイレ 

③ トイレのある公園・広場は全96箇所の内、47箇所あり、全体の49%となっ

ています。その内、水洗トイレがあるのは32箇所、洋式トイレがあるのは

17箇所となっています。 

トイレ無 

49箇所 

トイレあり 

47箇所 

水洗洋式 

17箇所 

水洗和式 

15箇所 

汲取 

15箇所 

水洗 

トイレ 

32箇所 

公園・広場の遊具 

② 遊具のある公園・広場は全96箇所の内、43箇所あり、全体の45%となって

います。その内、幼児向けの遊具（対象年齢6歳以下）があるのは30箇所、

31%となっています。 

遊具無 

53箇所 
遊具あり 

43箇所 

あり 

30箇所 

幼児向け遊具 

無 

13箇所 

〔国分町〕、〔殿町・松原町〕、〔港町〕、〔長浜町〕、〔三隅町古市場〕 

（２）課題の整理 

① 開発行為等により整備された公園が多いため、その配置に偏りがあり、市街

地においても空白地域が見られます。 
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４．身近な公園整備基本方針 

124 杵束まちづくりセンター 
まちづくりセンターの広場に遊具を設置しました。

（令和4年度） 

（１）地域の状況に応じた公園・広場の配置 

 これまでの公園整備の考え方は 、均質的に公園を配置し、公園の種別や面積に

応じて誘致圏（利用の範囲）や公園の機能等を充足させようとするものでした。 

 しかしながら、開発行為等により整備された公園が多いため、特に浜田地域で

は、配置に偏りが見られます。 

 今後は、利用状況や目的に応じて他の公共施設を利用したり、未利用地を有効に

活用しながら、子育て世代が安心して遊べる身近な公園を効果的に配置することと

します。 

 また、ボール遊びができる広い場所は、子育て世代が安心して遊べる場所との両

立が難しく、学校施設の他にはほとんどないのが現状です。ボール遊びを目的とす

る場合には、子育て世代の利用状況や近隣住家などの周辺環境に配慮しながら配置

することとします。 

 なお、施設を整備する際は、公共施設再配置方針を踏まえた上で行います。 

  

① 公園・広場の空白地域の解消 

② 子育て世代が安心して遊べる場所の整備・保全 

11 原井公園 
市有地を活用して公園を整備しました。 

（平成30年度） 
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（２）既存公園の魅力度の向上 

 都市化の進展や成熟社会の到来に伴い 、住民のニーズも多様化し、公園の利用

者層や利用形態も多様化していることから、今後は、時代の変化や地域特性、周辺

施設との機能バランスに配慮しながら、誰もが利用しやすく地域に愛される身近な

公園となるよう魅力度の向上に取り組みます。 

① 幼児向け遊具（対象年齢6歳以下）の充実 

② トイレ環境の改善 

 

（３）持続可能な公園づくり 

① 地域住民、民間事業者など公園に関わる様々な主体と行政が連携を深

め、協働しながらそれぞれの役割を果たすことにより、適切な維持管理

や、活発な利活用を促進します。 

② 定期的に施設の点検を行い、施設の劣化や損傷を把握し、機能の保全と

安全性を維持します。点検により異常を確認した場合には、劣化状況や

施設の重要度を勘案し、修繕や更新を行います。 

（４）施設整備の優先度 

 公園・広場の立地や地域住民のニーズを勘案し、以下の考え方（①⇒②⇒③）に

より優先度を決めて、整備に取り組みます。 

① 公園・広場の立地区分（資料編「浜田市身近な公園一覧表」参照） 

② ボランティア活動の取り組み状況 

③ 地元要望 

2 桧ヶ浦児童遊園 
古くなった遊具を撤去し、新しい幼児向け遊具を設置

しました。（令和4年度） 

25 東公園 
和式便器から洋式便器に変更し、手すりを設置 

しました。（令和4年度） 





浜田市 

身近な公園整備基本方針 

資料編 
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浜
田

維
持

管
理

課
瀬
戸
ヶ
島
地
区
多
目
的
広
場

瀬
戸

ヶ
島

町
1
3
8
-
1
8

A
3
,
1
1
5

2
5
0

-
-

水
洗

-
○

○
-

7
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
瀬

戸
ヶ

島
公

園
瀬

戸
ヶ

島
町

1
5
5
-
6

B
2
,
9
1
4

2
5
0

-
-

水
洗

○
○

-
-

駐
車

場
（

公
園

外
）

8
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
平

和
公

園
竹

迫
町

2
9
1
5

A
2
,
5
1
4

2
5
0

○
○

水
洗

○
○

○
-

9
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
田

町
公

園
田

町
1
6
9
7

A
5
0
0

2
5
0

-
○

-
-

-
○

-

1
0
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
城

山
公

園
殿

町
1
2
3
-
1
0

A
9
9
,
0
0
0

-
-

-
水

洗
○

○
-

○
浜

田
城

址
、

資
料

館

1
1
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
原

井
公

園
原

井
町

1
0
1
5
-
2

A
5
3
0

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
2
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
ゆ

う
ひ

公
園

原
井

町
1
2
0
4
-
1

A
2
5
,
0
0
0

5
0
0

○
○

水
洗

-
○

○
○

ロ
ー

ラ
ー

滑
り

台

1
3
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
笠

柄
公

園
原

井
町

3
0
5
0
-
1

A
9
,
5
0
0

5
0
0

-
-

水
洗

-
○

○
○

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
コ

ー
ト

1
4
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
B
B
広

場
原

井
町

3
0
5
0
-
1

B
2
5
0

2
5
0

○
-

-
-

-
-

-

1
5
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
水

産
加

工
団

地
内

公
園

原
井

町
3
0
5
0
-
1
4

B
1
4
,
0
7
0

5
0
0

-
-

水
洗

-
-

○
○

1
6
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
青

川
公

園
原

井
町

9
2
3
-
4
1

B
3
9
7

2
5
0

-
-

-
-

-
-

-

1
7
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
万

灯
山

公
園

琵
琶

町
1
2
9

A
1
,
6
2
1

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
8
公

園
・

広
場

浜
田

浜
田

維
持

管
理

課
元

浜
公

園
元

浜
町

2
3
1
-
3

A
5
,
7
7
0

5
0
0

○
-

水
洗

-
○

○
-

1
9
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
相

生
公

園
相

生
町

3
9
8
5

A
6
,
0
0
0

5
0
0

-
○

汲
取

-
-

○
-

2
0
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
社

家
地

公
園

相
生

町
4
2
3
1

A
4
5
4

2
5
0

-
○

-
-

-
-

-

2
1
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
三

宮
公

園
相

生
町

4
3
4
9

A
1
,
0
9
4

2
5
0

○
○

-
-

-
○

-

2
2
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
駅

北
公

園
浅

井
町

7
7
7
-
3
1

A
1
,
0
8
9

2
5
0

-
-

-
-

-
-

-

2
3
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
河

内
町

親
水

広
場

河
内

町
8
9
4
-
3

A
2
,
2
2
7

2
5
0

-
○

汲
取

-
-

○
○

2
4
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
道

分
山

公
園

黒
川

町
1
0
8

A
1
,
4
0
0

2
5
0

-
○

汲
取

-
-

○
-

2
5
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
東

公
園

黒
川

町
3
7
3
5
-
1

A
1
1
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

-
-

水
洗

-
-

○
○

野
球

場
、

陸
上

競
技

場
、

屋
内

プ
ー

ル
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
体

育
館

、
武

道
館

2
6
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
黒

川
ふ

れ
あ

い
公

園
黒

川
町

3
7
4
8
-
7

B
1
,
3
6
6

2
5
0

-
-

-
-

-
-

-

2
7
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
黒

川
公

園
黒

川
町

4
1
1
3

B
5
6
9

2
5
0

-
○

-
-

-
-

-

2
8
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
潰

公
園

黒
川

町
4
1
2
7

A
2
8
0

2
5
0

○
-

-
-

-
-

-

2
9
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
ど

う
ど

う
公

園
黒

川
町

4
2
0
2

A
6
5
9

2
5
0

-
-

-
-

-
-

-

3
0
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
第
二
浜
田
ダ
ム
多
目
的
広
場

河
内

町
1
8
1
3

B
4
,
6
0
6

2
5
0

-
-

-
-

-
○

○

3
1
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
竹

迫
緑

地
竹

迫
町

1
7
6
3
-
1

A
1
,
3
0
3

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

3
2
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
竹

迫
第

2
公

園
竹

迫
町

1
7
7
6
-
9

A
7
0
3

2
5
0

-
○

-
-

-
○

-

3
3
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
竹

迫
公

園
竹

迫
町

1
8
9
7
-
1
3

A
1
,
8
0
0

2
5
0

○
○

水
洗

-
-

○
-

3
4
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
長

沢
公

園
長

沢
町

1
5
7
9
-
3

A
2
,
0
0
0

2
5
0

-
○

汲
取

-
-

○
-

陸
軍

墓
地

3
5
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
神

在
公

園
長

沢
町

3
1
8
4

A
3
,
3
4
1

2
5
0

-
○

-
-

-
○

-

3
6
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
二

反
田

東
緑

地
長

沢
町

6
8
8
-
1
2

A
9
0
3

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

浜
田

市
身

近
な

公
園

一
覧

表
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公
園

・
広

場
9
7
箇

所
、

公
共

施
設

3
3
箇

所
［

R
5
.
3
］

N
o

種
別

地
域

地
区

所
管

課
公

園
名

称
所

在
地

立
地

面
積

(
m
2
)

誘
致

距
離

(
m
)

遊
具

(
3
-
6
歳

)
遊

具
(
6
-
1
2
歳

)
ト

イ
レ

洋
式

ト
イ

レ
多

目
的

ト
イ

レ
広

場
駐

車
場

そ
の

他
施

設

浜
田

市
身

近
な

公
園

一
覧

表

3
7
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
二

反
田

ち
び

っ
子

広
場

長
沢

町
7
0
1
-
8
4

B
6
4
6

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

3
8
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
菅

原
公

園
長

沢
町

3
0
9
9

A
2
,
4
0
0

2
5
0

○
○

汲
取

-
-

○
-

3
9
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
野

原
公

園
野

原
町

3
0
4
0

A
9
5
3

2
5
0

○
○

-
-

-
○

-

4
0
公

園
・

広
場

浜
田

石
見

維
持

管
理

課
海

の
み

え
る

文
化

公
園

野
原

町
8
5
9
-
1

A
1
0
7
,
0
0
0

1
,
0
0
0

○
○

水
洗

-
○

○
○

多
目

的
広

場
兼

野
外

劇
場

4
1
公

園
・

広
場

浜
田

長
浜

維
持

管
理

課
東

福
井

公
園

熱
田

町
1
2
5
-
9
3

A
1
,
0
7
6

2
5
0

○
○

水
洗

-
-

○
-

4
2
公

園
・

広
場

浜
田

長
浜

維
持

管
理

課
石

原
緑

地
熱

田
町

8
8
7
-
5
3

B
1
,
1
1
6

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

4
3
公

園
・

広
場

浜
田

長
浜

維
持

管
理

課
宝

憧
寺

山
公

園
長

浜
町

1
8
5
6
-
1

A
2
5
,
0
0
0

5
0
0

○
○

汲
取

-
-

○
○

4
4
公

園
・

広
場

浜
田

長
浜

維
持

管
理

課
ハ

ー
バ

ー
ヒ

ル
ズ

公
園

長
浜

町
2
0
4
3

B
4
,
2
0
2

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

4
5
公

園
・

広
場

浜
田

長
浜

維
持

管
理

課
高

野
ち

び
っ

子
広

場
長

浜
町

5
2
0

B
4
8
2

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

4
6
公

園
・

広
場

浜
田

周
布

維
持

管
理

課
周

布
公

園
周

布
町

ロ
1
0
0

B
6
4
4

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

4
7
公

園
・

広
場

浜
田

周
布

維
持

管
理

課
津

摩
公

園
津

摩
町

2
2
5
-
6

B
2
,
6
0
0

2
5
0

○
○

汲
取

-
-

○
-

4
8
公

園
・

広
場

浜
田

周
布

維
持

管
理

課
日

脚
ち

び
っ

子
広

場
日

脚
町

1
4
2
9
-
4

B
6
1
7

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

4
9
公

園
・

広
場

浜
田

周
布

維
持

管
理

課
日

脚
公

園
日

脚
町

3
6
0
-
1
2
5

A
2
,
6
0
0

2
5
0

○
○

汲
取

-
-

○
-

5
0
公

園
・

広
場

浜
田

美
川

維
持

管
理

課
中

内
田

ち
び

っ
子

広
場

内
田

町
4
4
8
-
1

B
1
3
9

2
5
0

○
○

-
-

-
-

-

5
1
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

維
持

管
理

課
三

宅
公

園
上

府
町

イ
2
5
5
4

A
4
1
7

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

5
2
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

維
持

管
理

課
伊

甘
公

園
上

府
町

イ
2
5
9
0

A
2
,
5
4
6

2
5
0

-
○

-
-

-
○

-

5
3
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

維
持

管
理

課
久

代
ち

び
っ

子
広

場
久

代
町

6
2

B
1
,
0
9
0

2
5
0

○
○

-
-

-
○

-

5
4
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

維
持

管
理

課
千

畳
台

公
園

国
分

町
2
2
8
1

B
5
8
5

2
5
0

-
○

-
-

-
○

-

5
5
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

維
持

管
理

課
下

府
ち

び
っ

子
広

場
下

府
町

1
5
6
6
-
6

B
4
6
4

2
5
0

○
-

-
-

-
○

-

5
6
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

下
水

道
課

国
府
浄
化
セ
ン
タ
ー
横
広
場

下
府

町
1
-
1

B
2
,
1
4
0

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

5
7
公

園
・

広
場

金
城

久
佐

金
城

支
所

産
業

建
設
課

ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
パ
ー
ク
こ
ど
も
広
場

金
城

町
久

佐
C

3
,
2
0
0

2
5
0

-
○

水
洗

○
-

○
-

5
8
公

園
・

広
場

金
城

久
佐

金
城

支
所

産
業

建
設
課

久
佐

農
村

公
園

金
城

町
久

佐
イ

1
1
3
8
番

1
地

C
1
,
8
8
8

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

5
9
公

園
・

広
場

金
城

久
佐

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
島

村
抱

月
文

学
碑

公
園

金
城

町
久

佐
イ

1
0
8
番

地
C

9
3
7

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
0
公

園
・

広
場

金
城

今
福

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
今

福
ス

ポ
ー

ツ
広

場
金

城
町

今
福

1
4
6
9
-
2

C
4
8
,
1
5
5

1
,
0
0
0

-
-

水
洗

○
-

-
-

グ
ラ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

、
野

球
場

、
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

6
1
公

園
・

広
場

金
城

今
福

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
島

村
抱

月
先

生
の

碑
公

園
金

城
町

今
福

1
4
9
9
番

地
１

C
6
2
8

2
5
0

-
-

-
-

-
-

○

6
2
公

園
・

広
場

金
城

美
又

金
城

支
所

産
業

建
設
課

美
又

農
村

公
園

金
城

町
追

原
8
8
5
番

地
、

8
8
6
番

地
C

2
,
7
7
7

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
3
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

金
城

支
所

産
業

建
設
課

新
開

農
村

公
園

金
城

町
七

条
イ

1
1
3
5
番

1
地

C
8
2
0

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
4
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
金

城
総

合
運

動
公

園
金

城
町

七
条

イ
9
8
2

B
6
5
,
0
0
0

1
,
0
0
0

-
-

水
洗

○
○

○
○

体
育

館
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

6
5
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

金
城

支
所

産
業

建
設
課

金
城

ニ
ュ

ー
タ

ウ
ン

き
ん

た
の

森
第

一
公

園
金

城
町

下
来

原
2
3
4
番

地
7
9

B
7
3
3

2
5
0

-
○

-
-

-
-

-

6
6
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

金
城

支
所

産
業

建
設
課

金
城

ニ
ュ

ー
タ

ウ
ン

き
ん

た
の

森
第

二
公

園
金

城
町

下
来

原
2
3
4
番

地
8
0

B
1
,
1
4
1

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
7
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

金
城

支
所

産
業

建
設
課

金
城

ニ
ュ

ー
タ

ウ
ン

き
ん

た
の

森
第

三
公

園
金

城
町

下
来

原
2
3
2
番

地
8
0

B
1
,
3
5
3

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
8
公

園
・

広
場

金
城

雲
城

金
城

支
所

産
業

建
設
課

上
来

原
農

村
公

園
金

城
町

上
来

原
3
8
0
番

地
C

2
,
3
6
6

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

6
9
公

園
・

広
場

金
城

波
佐

金
城

支
所

産
業

建
設
課

波
佐

農
村

公
園

金
城

町
波

佐
イ

3
番

1
地

C
3
,
6
0
0

2
5
0

-
-

-
-

-
-

○

7
0
公

園
・

広
場

金
城

波
佐

金
城

支
所

産
業

建
設
課

波
佐

山
村

広
場

金
城

町
長

田
ロ

1
9
2
番

地
4

C
1
2
,
2
7
8

5
0
0

-
-

汲
取

-
-

○
○

7
1
公

園
・

広
場

金
城

小
国

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
島

村
抱

月
生

誕
地

顕
彰

の
杜

公
園

金
城

町
小

国
イ

4
6
2
番

地
、

イ
4
6
6
番

地
１

C
1
,
3
0
8

2
5
0

-
-

簡
易

水
洗

-
-

-
○

7
2
公

園
・

広
場

旭
今

市
維

持
管

理
課

旭
公

園
旭

町
今

市
9
6
4

A
1
3
4
,
3
6
8

1
,
0
0
0

○
○

水
洗

○
○

○
○

野
球

場
、

陸
上

競
技

場
、

プ
ー

ル
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
体

育
館
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公
園

・
広

場
9
7
箇

所
、

公
共

施
設

3
3
箇

所
［

R
5
.
3
］

N
o

種
別

地
域

地
区

所
管

課
公

園
名

称
所

在
地

立
地

面
積

(
m
2
)

誘
致

距
離

(
m
)

遊
具

(
3
-
6
歳

)
遊

具
(
6
-
1
2
歳

)
ト

イ
レ

洋
式

ト
イ

レ
多

目
的

ト
イ

レ
広

場
駐

車
場

そ
の

他
施

設

浜
田

市
身

近
な

公
園

一
覧

表

7
3
公

園
・

広
場

旭
今

市
旭

支
所

産
業

建
設

課
あ

さ
ひ

イ
ン

タ
ー

公
園

旭
町

丸
原

1
5
5
番

地
2
4

B
1
8
,
4
2
7

5
0
0

-
-

-
-

-
○

-

7
4
公

園
・

広
場

旭
木

田
旭

支
所

産
業

建
設

課
旭

温
泉

公
園

旭
町

木
田

9
5
7
番

地
C

2
,
9
4
8

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

、
パ

タ
ー

ゴ
ル

フ
場

7
5
公

園
・

広
場

旭
和

田
文

化
ス

ポ
ー

ツ
課

旭
ふ

る
さ

と
歴

史
公

園
旭

町
本

郷
3
6
2
番

地
9

B
8
,
8
9
3

5
0
0

-
-

水
洗

○
-

-
○

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場

7
6
公

園
・

広
場

旭
都

川
工

務
課

出
合

橋
公

園
旭

町
都

川
1
6
7
2
-
1

C
1
0
0

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

7
7
公

園
・

広
場

旭
都

川
旭

支
所

防
災

自
治

課
都

川
交

流
促

進
施

設
旭

町
都

川
9
2
0
-
5

C
2
,
0
9
6

2
5
0

-
-

水
洗

-
-

○
-

7
8
公

園
・

広
場

旭
市

木
旭

支
所

産
業

建
設

課
天

狗
石

農
村

公
園

旭
町

市
木

2
5
6
0
番

地
1

C
3
,
9
3
8

2
5
0

○
○

水
洗

○
-

○
○

7
9
公

園
・

広
場

旭
市

木
旭

支
所

防
災

自
治

課
市

木
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
広

場
旭

町
市

木
2
9
2
0
-
1

C
9
4
5

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

8
0
公

園
・

広
場

旭
市

木
旭

支
所

産
業

建
設

課
市

木
ふ

れ
あ

い
広

場
旭

町
市

木
3
9
0
3
番

地
C

1
2
,
0
1
9

5
0
0

-
-

水
洗

○
○

○
○

屋
根

付
き

催
事

ス
ペ

ー
ス

、
運

動
場

、
体

育
館

8
1
公

園
・

広
場

弥
栄

安
城

弥
栄

支
所

防
災

自
治
課

高
内

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場
弥

栄
町

高
内

ロ
2
番

1
C

1
,
3
0
9

2
5
0

-
-

-
-

-
○

○
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

8
2
公

園
・

広
場

弥
栄

安
城

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
弥

栄
運

動
広

場
弥

栄
町

長
安

本
郷

2
2
3
-
1

B
1
4
,
7
0
0

5
0
0

-
-

水
洗

-
-

○
○

8
3
公

園
・

広
場

弥
栄

杵
束

維
持

管
理

課
道

猿
坊

公
園

弥
栄

町
木

都
賀

ハ
1

C
2
0
,
0
0
0

5
0
0

-
-

水
洗

○
-

○
○

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
キ

ャ
ン

プ
場

8
4
公

園
・

広
場

弥
栄

杵
束

弥
栄

支
所

防
災

自
治
課

杵
束

地
区

防
災

広
場

弥
栄
町
木
都
賀
イ
5
0
6
番
2
・
イ
4
9
2
番
1
2

B
3
,
6
4
0

2
5
0

-
-

水
洗

○
○

○
○

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場

8
5
公

園
・

広
場

三
隅

岡
見

水
産

振
興

課
須

津
防

災
多

目
的

広
場

三
隅

町
岡

見
5
1
0
0
-
5

C
4
,
5
5
8

2
5
0

-
-

水
洗

○
○

○
○

8
6
公

園
・

広
場

三
隅

三
保

維
持

管
理

課
田

の
浦

公
園

三
隅

町
西

河
内

1
2
8
4

B
6
3
,
0
0
0

1
,
0
0
0

-
-

水
洗

○
-

-
○

オ
ー

ト
キ

ャ
ン

プ
場

、
バ

ー
ス

ハ
ウ

ス
、

野
球

場

8
7
公

園
・

広
場

三
隅

三
保

維
持

管
理

課
あ

す
な

ろ
公

園
三

隅
町

西
河

内
4
8
5
-
1

B
9
9
5

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

8
8
公

園
・

広
場

三
隅

三
保

維
持

管
理

課
三

隅
中

央
公

園
三

隅
町

古
市

場
5
8
9

A
2
4
9
,
0
0
0

1
,
0
0
0

○
○

水
洗

○
○

○
○

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
屋
内
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
多
目
的
広
場
、
美
術
館
、
図
書
館

8
9
公

園
・

広
場

三
隅

三
隅

維
持

管
理

課
三

隅
公

園
三

隅
町

三
隅

1
4
6
2

A
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

-
-

水
洗

-
○

-
○

9
0
公

園
・

広
場

三
隅

三
隅

維
持

管
理

課
き

ぼ
う

公
園

三
隅

町
三

隅
3
3
2
-
1

B
1
,
0
0
2

2
5
0

-
-

汲
取

-
-

○
-

9
1
公

園
・

広
場

三
隅

三
隅

維
持

管
理

課
向

野
田

児
童

公
園

三
隅

町
向

野
田

3
0
7
2

A
1
,
1
6
6

2
5
0

○
○

水
洗

-
-

○
-

9
2
公

園
・

広
場

三
隅

三
隅

維
持

管
理

課
杉

の
森

公
園

三
隅

町
向

野
田

3
9
4
-
1

C
7
,
6
7
0

5
0
0

-
-

汲
取

-
-

○
-

9
3
公

園
・

広
場

三
隅

井
野

維
持

管
理

課
龍

雲
寺

公
園

三
隅

町
芦

谷
9
1
3

C
1
4
,
4
0
0

-
-

-
水

洗
-

-
-

-

9
4
公

園
・

広
場

三
隅

井
野

三
隅

支
所

産
業

建
設
課

大
谷

農
村

公
園

三
隅

町
井

野
ハ

1
0
2
-
3

C
2
,
3
3
0

2
5
0

○
○

水
洗

○
○

○
○

9
5
公

園
・

広
場

三
隅

井
野

三
隅

支
所

産
業

建
設
課

下
今

明
農

村
公

園
三

隅
町

井
野

ヘ
1
1
8
7
-
1

C
1
,
6
4
3

2
5
0

○
-

水
洗

○
○

○
-

9
6
公

園
・

広
場

三
隅

井
野

維
持

管
理

課
大

麻
山

公
園

三
隅

町
室

谷
1
3
2
4
-
1

C
8
,
3
8
0

-
-

-
汲

取
-

-
-

-

9
7
公

園
・

広
場

浜
田

国
府

島
根

県
石

見
海

浜
公

園
久

代
町

、
波

子
町

C
1
,
0
8
6
,
0
0
0

-
○

○
水

洗
○

○
○

○
ア

ク
ア

ス
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
オ

ー
ト

キ
ャ

ン
プ

場
（

全
体

面
積

1
,
4
8
7
,
0
0
0
m
2
）

9
8
公

共
施

設
浜

田
石

見
建

築
住

宅
課

黒
川

改
良

住
宅

黒
川

町
3
7
3
4
番

地
5

B
4
3
6

2
5
0

-
○

-
-

-
○

○

9
9
公

共
施

設
浜

田
石

見
農

林
振

興
課

三
階
山
森
林
総
合
利
用
施
設

三
階

町
地

内
、

原
井

町
地

内
C

2
2
,
7
8
9

5
0
0

-
-

-
-

-
○

○

1
0
0
公

共
施

設
浜

田
石

見
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
課

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
す

く
す

く
野

原
町

8
5
9
-
1

B
9
2
5

2
5
0

○
-

水
洗

○
○

○
○

1
0
1
公

共
施

設
浜

田
石

見
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

石
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
宇

津
井

分
館

宇
津

井
町

5
2
9

C
3
2
1

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
0
2
公

共
施

設
浜

田
石

見
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

石
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
後

野
分
館

後
野

町
7
7
9
-
2

C
1
,
4
7
2

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
0
3
公

共
施

設
浜

田
石

見
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

石
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
佐

野
分
館

佐
野

町
イ

3
3
7
-
1

C
4
,
9
6
8

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
0
4
公

共
施

設
浜

田
石

見
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

石
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
細

谷
分
館

三
階

町
2
1
3
0
-
1

C
1
,
1
6
1

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
0
5
公

共
施

設
浜

田
石

見
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

石
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
長

見
分
館

長
見

町
9
5
6
-
2

C
7
7
8

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-

1
0
6
公

共
施

設
浜

田
石

見
建

築
住

宅
課

緑
ヶ

丘
住

宅
長

沢
町

4
8
6
番

地
2

B
1
,
0
7
0

2
5
0

○
○

-
-

-
○

○

1
0
7
公

共
施

設
浜

田
長

浜
建

築
住

宅
課

長
浜

西
住

宅
長

浜
町

1
9
0
2
番

地
B

6
2
3

2
5
0

○
-

-
-

-
○

○

1
0
8
公

共
施

設
浜

田
長

浜
ま
ち
づ
く
り
社
会
教
育
課

長
浜
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

熱
田

町
1
4
4
1
-
1
8

B
5
2
8

2
5
0

-
-

-
-

-
○

-
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公
園

・
広

場
9
7
箇

所
、

公
共

施
設

3
3
箇

所
［

R
5
.
3
］

N
o

種
別

地
域

地
区

所
管

課
公

園
名

称
所

在
地

立
地

面
積

(
m
2
)

誘
致

距
離

(
m
)

遊
具

(
3
-
6
歳

)
遊

具
(
6
-
1
2
歳

)
ト

イ
レ

洋
式

ト
イ

レ
多

目
的

ト
イ

レ
広

場
駐

車
場

そ
の

他
施

設

浜
田

市
身

近
な

公
園

一
覧

表

1
0
9
公

共
施

設
浜

田
長

浜
建

築
住

宅
課

雇
用
促
進
住
宅
小
福
井
団
地
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子育て支援センター「すくすく」の跡地を公園として整備することを求める 

請願に関する今後の対応について 

 

標記の請願（令和 4年 2月 10 日）に関する今後の対応を検討するため、令和

4年度に都市建設部で「浜田市身近な公園整備基本方針（令和 5年 3月）」を策

定した。 

この中の基本方針として、①公園・広場の空白地域の解消、②子育て世代が安

心して遊べる場所の整備・保全を掲げている。また、ボール遊びについては、子

育て世代が安心して遊べる場所との両立は難しいため、ボール遊びを目的とす

る場合には、子育て世代の利用状況や近隣住家などの周辺環境に配慮すること

としている。 

「すくすく」跡地周辺の状況は、公園・広場の空白地域となっており、周囲は

住家に囲まれた環境となっている。 

これらのことから、標記の請願に関する今後の対応は下記のとおりとする。 

 

記 

 

１）「すくすく」跡地の一部を利用して公園整備を計画する。 

整備にあたっては、子育て世代が安心して遊べる場所として、地域住民の

意見を聞きながら計画策定する。 

 

２）ボール遊びができる場所として、現在計画されている下水道処理場予定地

の周辺に広場を整備する。 

 

                              

 

 

 

 

 

 

資料２ 

令 和 ５ 年 5 月 2 6 日 
全 員 協 議 会 資 料 
都 市 建 設 部  維 持 管 理 課 



 

 

 

第三セクター（㈱かくれの里ゆかり）の事業譲渡について 

 

 浜田市の第三セクターである、旭温泉の宿泊施設「かくれの里ゆかり」を運営

する㈱かくれの里ゆかりの事業の全部譲渡が行われ、令和 5 年 5 月 1 日から譲渡

先企業の㈱第一ホテルマネジメントにより施設が運営されていますので報告しま

す。 

  

記 

1 ㈱かくれの里ゆかりの沿革 

 

2 今後の施設運営について 

 ⑴ 施設名 かくれの里ゆかり（変更なし） 

 ⑵ 従業員 ほぼ全員が譲渡先企業で継続雇用 

 ⑶ その他 ㈱かくれの里ゆかりについては、会社法に基づく特別清算手続に

より清算が行われます。 

 

3 出資金について 

市の出資金 200 万円（100 株、出資比率 3.1％）を含む全株主の出資金 6,500

万円（3,250 株）については、金融機関借入金の返済へ優先的に充てられるため、

配当はありません。 

 

 

平成 4 年 6 月 30 日 ㈱湯香里ランド旭が設立（旭町出資金 10,000 千円） 

平成 5 年 11 月 17 日 温泉保養施設「かくれの里ゆかり」がオープン 

平成 14 年 6 月 6 日 社名変更：㈱かくれの里ゆかり 

平成 17 年 8 月 4 日 資本金 1 億 5 千万円から 1 億 2 千万円減少(80%減資)、 

3 千万円増資し 資本金 6,500 万円(再生計画による) 

（旭町所有株 80％を減資し、200 万円：出資比率 3.1％） 

令和 5 年 3 月 27 日 事業の全部の譲渡通知 

臨時株主総会招集通知 

令和 5 年 4 月 25 日 臨時株主総会開催 議題：事業譲渡契約承認について 

賛成多数により承認 

令和 5 年 5 月 1 日 譲渡先企業（㈱第一ホテルマネジメント）による施設運営

開始 

令和 5 年 5 月 26 日 

全 員 協 議 会 資 料 

旭支所産業建設課 



 

 

浜田市ふるさと体験村施設の営業再開について 

 

平成 30 年 10 月より休業しておりました「浜田市ふるさと体験村施設」が、4

月 28 日に営業を再開しましたので、営業状況等について報告します。 

  

1 営業内容について 

(1) 開館時間  8：30～17：00(金・土・日曜日は 21：00 まで) 

                 ※令和 5 年度は 10 月末まで営業予定 

(2) 休 館 日  毎週火・水曜日(繁忙期を除く) 

(3) 営業内容 

ア  宿 泊 

・施 設  桑田(古民家) 【定員：10 名】 

     箸立( 〃 )  【定員：14 名】 

     ログハウス・ファミリー(2 棟) 【定員：6 名】 

     ログハウス・ペア (3 棟)      【定員：2 名】 

・営業日  金・土・日曜日 

チェックイン 15：00～20：00／チェックアウト 10：00 

イ 飲 食 

・営業日  金曜日(18：00～21：00)、土・日曜日(12：00～21：00) 

ウ バーベキュースペース 

・営業日  金・土・日曜日(12：00～21：00) 

・区画数  5 区画 

・定 員  10 名／1 区画  

    エ 物 販 

   ・営業日  月・木曜日(8：30～17：00)、金・土・日曜日(8：30～21：00) 

  

2 利用状況について（4～5 月）            ※5 月 8 日現在、延べ数 

施   設 利用件数（人数） 予約件数 

桑田 1 件（10 人）  1 件 

箸立 ― 1 件 

ログハウス・ファミリー 3 件（12 人）   ― 

ログハウス・ペア 5 件（10 人）   ― 

バーベキュースペース 4 件（22 人）   ― 

令和 5 年 5 月 26 日  

全 員 協 議 会 資 料 

弥栄支所産業建設課 

【次ページへ】 



合   計 13 件（54 人）   2 件 

3 再開式について 

4 月 28 日の施設再開に合わせ、関係者及び来賓 30 名が参加し再開式が行わ

れました。 

(1) 日  時  4 月 28 日（金）13：30～14：30 

(2) 会  場  ふるさと体験村 桑田前広場 

(3) 主  催  弥栄のみらい創造会議 

(4) 参 加 者  関係者及び来賓 30 名 

 

 

 

 

 

 

 

神事              来賓あいさつ 

 

4 春祭りについて 

ふるさと体験村春祭りが、6 年ぶりに開催されました。当日は、地域内外か

ら多くの方々に参加いただき、餅まきや石見神楽の上演、地元グループ等によ

る特産品の販売など賑やかに行われました。 

(1) 日  時  5 月 4 日（木・祝）10：00～14：00 

(2) 会  場  ふるさと体験村 駐車場 

(3) 主  催  弥栄のみらい創造会議 

(4) 来場者数  約 3,000 人 

(5) 出店者数  12 団体（地元集落、グループ等） 

(6) アトラクション  田ばやし、よさこい、餅まき、石見神楽 

 

 

 

 

 

 

 

 

         餅まき                             石見神楽上演 
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浜田処理区下水道整備事業について 

 

浜田処理区下水道整備事業の進捗状況について、次のとおり報告します。 

 

1 管路工事について 

（1）進捗状況 

令和 4 年度に決定した事業者と、下記のとおり契約を締結したので報告します。 

ア 第 1 工区事業者 

業 務 名  浜田市公共下水道浜田処理区整備事業（第一工区） 

設計・工事監理業務 

受 注 者  株式会社ウエスコ浜田支店  支店長 中島 喜久義 

契約金額  145,090,000 円 

契 約 日  令和 5 年 4 月 18 日 

契約期間  令和 5 年 4 月 19 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

  イ 第 2 工区事業者 

業 務 名  浜田市公共下水道浜田処理区整備事業（第二工区） 

設計・工事監理業務 

受 注 者  株式会社サンワ  代表取締役 川神 清之介 

見積金額  165,008,800 円 

契 約 日  令和 5 年 4 月 18 日 

契約期間  令和 5 年 4 月 19 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

 

（2）地元説明会 

事業実施に伴い、下記のとおり地元説明会を開催します。 

場   所 日   時 

浜田まちづくりセンター 
令和 5 年 5 月 15 日（月） ①：10 時～ 

②：19 時～ 

石見まちづくりセンター 
令和 5 年 5 月 17 日（水） ①：10 時～ 

令和 5 年 5 月 18 日（木） ②：19 時～ 

浜田市立中央図書館 
令和 5 年 5 月 19 日（金） ①：10 時～ 

②：19 時～ 

琵琶町集会所 
令和 5 年 5 月 23 日（火） ①：10 時～ 

②：19 時～ 

健康増進センターすまいる 
令和 5 年 5 月 25 日（木） ①：10 時～ 

②：19 時～ 

ラ・ペアーレ浜田 
令和 5 年 5 月 26 日（金） ①：10 時～ 

②：19 時～ 

 

令和 5 年 5 月 26 日 

全員協議会資料 

上下水道部下水道課 
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2 処理場建設工事について 

（1）経過及び進捗状況 

平成 28 年度に国は、今後 10 年間（平成 38 年度（令和 8 年度）末期限）で下水道整

備を概ね完了させる方針（10 年概成）を示しました。 

国の方針に沿って、浜田市においては、浜田処理区の事業計画を策定し、令和 2 年度

に認可をいただき事業着手しました。 

令和 8 年度に供用開始（処理場稼働）するため、令和 4 年度に発注方式について事

業者と意見交換会を開催し、今後、事業者の選定を行う予定です。 

 

（2）発注方式 

従来発注方式 

（設計施工分離発注方式） 

・設計、工事をそれぞれ別々に発注する方式。 

・工事は、設計完了後、その成果に基づき発注する。 

・公共事業の一般的な発注方式。 

ＤＢ方式 

（設計・施工一括発注方式） 

・公民連携手法の 1 つで、設計と工事を一括して発注し、設計

企業と建設企業が共同で事業を行う方式。 

・管路整備工事において、既に導入している方式。 

技術提案・交渉方式 

【ＥＣＩ方式】 

（技術協力・施工タイプ） 

・設計を従来発注方式とし、設計段階で予め建設企業を決定し、

設計時に技術協力として建設企業が参画する。 

・設計完了後、建設企業と契約交渉を行い工事着手する。 

 

（3）事業者説明会 

令和 4年 12 月 20 日 

第 1回事業者説明会開催 

・ＤＢ方式の説明とアンケート調査を実施。 

【主な意見】 

・機械・電気のＤＢとし、土木・建築は従来発注が望ましい。 

令和 5年 1月 23 日 浜田市建設業協会との意見交換会 

❑処理場建設工事全体をＤＢ方式とすることが困難との意見を踏まえ、発注方式の再検討を行う。 

令和 5年 2月 28 日 

第 2回事業者説明会開催 

・アンケート調査の結果を踏まえ、ＤＢ方式・従来発注方式併

用※について意見交換。 

・設計企業の参加者は、1社のみであった。 

【主な意見】 

・参入意欲のある設計企業が少なく、ＪＶ構成が難しい。 

❑事業者の参入意欲やこれまでの意見を踏まえ、他の発注方式も含め再々検討を行う。 

令和 5年 4月 6日 

 ～令和 5年 4月 13 日 

事業者（浜田市建設業協会等）との意見交換会 

・これまでの意見を踏まえ、技術提案・交渉方式について意見

交換。 

【主な意見】 

・ＤＢ方式に比べ参入しやすく感じる。 

※設計と主に機械・電気工事をＤＢ方式とし、一部工事（土木工事等）は従来発注方式とした。 
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（4）発注方式ごとのメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

① 
従来発注方式 

【市側】 

・設計、工事を段階的に発注する

ため、各段階で意向を反映させ

やすい。 

 

・各企業との調整が必要で、②③

に比べ負担が最も大きい。 

・設計、工事それぞれ事業者選定

に係る準備期間が必要で、②③

に比べ事業期間が最も長くな

る。 

【事業者側】 

・地元企業の参入機会が増える。 

・段階的な発注のため、社会状況

の変化（物価高騰など）に対し

ても柔軟に対応できる。 

 

・民間ノウハウが発揮できない。 

・工事間の調整による、工期遅延

の恐れが②③に比べ高い。 

② 
ＤＢ・従来発注方式 

併用 

【市側】 

・専門性、特殊性が高い機械・電

気設備工事をＤＢ方式とするこ

とにより、当該工事での期間短

縮やコスト縮減が期待できる。 

 

・ＤＢ事業者と土木・建築企業と

の調整が必要であり、負担があ

る。 

・従来発注方式を併用するため、

事業期間が長くなる。 

・事業者の参入意欲がない場合、

事業が成立しない。 

【事業者側】 

・土木・建築工事を従来発注方式

とするため、当該工事での地元

企業の参入機会が増える。 

・機械・電気設備工事はＤＢ方式

により民間ノウハウが発揮でき

る。 

 

・土木・建築工事を従来発注方式

とするため、当該工事での民間

ノウハウが発揮できない。 

・グループ構成などが必要であ

り、事業実施までの負担が大き

い。 

③ 
技術提案・交渉方式 

【ＥＣＩ方式】 

【市側】 

・事業の初期段階で建設企業を決

定し、設計に建設企業が携わる

ことで、工期短縮やコスト縮減

が期待できる。 

 

・設計企業と建設企業の調整が必

要であり、負担が大きい。 

・下水道事業での採用実績が少な

く、国・県と事業スキームを含

め調整が必要。 

【事業者側】 

・設計企業と建設企業とのグルー

プ化が不要で、②に比べ負担軽

減が見込め、地元企業の参入機

会が増える。 

・設計に建設企業が技術協力する

ことで、民間ノウハウが発揮し

やすい。 

 

・浜田市での採用事例がなく、方

式の理解を深める必要がある。 

 

（5）まとめ 

発注方式については、令和 8 年度に供用開始するため、これまでいただいた意見を

もとに、民間ノウハウの活用や地元企業の参入機会の確保を勘案し、技術提案・交渉方

式により処理場建設工事に向け取り組みます。 
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【 参 考 】 

 事業スキーム 事業期間 
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従
来
発
注
方
式 
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Ｂ
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地方自治法の一部改正に伴う 

地方議会の役割及び議員の職務等の明確化について 

 

地方自治法の一部を改正する法律が令和 5 年 5 月 8 日に公布され、地方議

会の役割及び議員の職務等が明確化されたので報告します。 

なお、本改正は、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識

されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を規定するものであ

り、新たな権限や義務を定めるものではありません。（国からの通知） 

 

改正前 改正後（令和 5 年 5 月 8 日施行） 

〔議会の設置〕 

第 89 条 普通地方公共団体に議会

を置く。 

〔議会の設置〕 

第 89 条 普通地方公共団体に、その

議事機関として、当該普通地方公

共団体の住民が選挙した議員をも

つて組織される議会を置く。 

② 普通地方公共団体の議会は、こ

の法律の定めるところにより当該

普通地方公共団体の重要な意思決

定に関する事件を議決し、並びに

この法律に定める検査及び調査そ

の他の権限を行使する。 

③ 前項に規定する議会の権限の適

切な行使に資するため、普通地方

公共団体の議会の議員は、住民の

負託を受け、誠実にその職務を行

わなければならない。 

 

 また、本改正により、住民から地方議会への請願書の提出や、地方議会か

ら国会への意見書の提出等の「地方議会に係る手続のオンライン化」が可能

となりました。 

これについては令和 6 年 4 月 1 日から施行されるため、詳細が明らかにな

った後、必要に応じて例規の改正等を行います。 

令和 5 年 5 月 26 日 

全 員 協 議 会 資 料 



 

浜田市議会防災訓練の開催について 

 

災害時における議会の組織体制や議員の行動基準等を確立し、議会機能を

維持するため、令和 4 年 12 月に浜田市議会 BCP（業務継続計画）を策定しま

した。 

この議会 BCP では、議会 BCP が対象とする災害を想定した防災訓練を定期

的に実施することを定めており、災害対応に対する意識の醸成と対応行動の

習得を図るため、第 1 回の浜田市議会防災訓練を開催します。 

 

1  訓練の実施日時等 

⑴ 日時  令和 5 年 6 月 23 日（金）議案質疑終了後 ※15 分程度 

⑵ 場所  議場 

⑶ 想定  本会議開催中（一般質問実施中）の地震発生（震度 5 強） 

⑷ 参加者 議員、執行部（本会議出席者）、議会事務局 

 

2  訓練の目的 

⑴ 議事の進行確認 

⑵ 出席者の安全行動 

⑶ 傍聴者等の安全確保 

 

3  訓練の内容 

⑴ 地震発生時の議事進行（休憩、延会） 

⑵ 身を守る行動、収縮式ヘルメットの着用 

⑶ 傍聴席及び記者席の確認、避難誘導 

 

4  その他 

  訓練の詳細については、浜田市議会災害等対策支援本部において決定し

ます。 

 

 

令和 5 年 5 月 26 日 

全 員 協 議 会 資 料 


